
 

表－６ 環境ホルモン調査結果 

№１ №２ 
物質名 単 位 

事後調査結果 評価書 事後調査結果 評価書 

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 
0.13～0.25 

（0.056～0.13） 
0.021～0.24 

0.27～0.32 
（0.13） 

－ 

メソミル μg/L <0.03 <0.03～0.04 <0.03 － 

ビスフェノールＡ μg/L <0.01 0.02～0.17 0.04 － 

ベノミル μg/L <0.1 0.2～1.2 <0.1 － 

注１： ダイオキシン類の水質の汚濁に係る環境基準：１pg-TEQ/L 以下（環境庁告示第68 号、平成 11 年
12 月 27 日） 水質の汚濁に係る環境基準は河川水等の公共用水域及び地下水に適用されます。 

注２：（ ）は評価書と同様の算出方法で行ったＴＥＱの算出結果（地下水の項の「メモ」参照）。 
注３：ダイオキシン類の調査結果のうち、№２地点の（ ）は夏季、冬季とも 0.13 であったことを示す。 


